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金
峯
山
寺
の
神
仏
分
離
の
は
じ
ま
り

吉

川

聡

明
治
維
新
期
に
金
峯
山
寺
が
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
、
安
丸
良
夫
『
神

々
の
明
治
維
新
』(

岩
波
新
書
、
一
九
七
九
年)

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
金
峯
山

寺
は
慶
応
四
年(

＝
明
治
元
年
、
一
八
六
八)

か
ら
寺
院
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
を
願
い
手
を
尽
く
し
た

の
だ
が
、
明
治
政
府
が
強
硬
な
態
度
を
崩
さ
ず
、
足
か
け
七
年
に
わ
た
っ
た
交
渉
も
実
ら
ず
、
明
治

七
年
六
月
に
神
社
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
吉
野
の
山
下
蔵
王
堂
は
金
峯
神
社
の

口
ノ
宮
に
、
山
上
ヶ
岳
の
山
上
蔵
王
堂
は
金
峯
神
社
の
奥
ノ
宮
と
な
り
、
子
院
は
み
な
廃
絶
し
、
僧

侶
は
還
俗
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
金
峯
神
社
の
口
ノ
宮
・
奥
ノ
宮
で
は
従
来
の
信
者
を
つ
な

ぎ
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
明
治
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
東
南
院
・
竹
林
院
・
桜
本
坊
が
、
明
治
二

十
一
年
に
喜
蔵
院
が
寺
院
へ
の
復
帰
を
認
可
さ
れ
る
。
そ
し
て
山
上
・
山
下
蔵
王
堂
も
、
明
治
十
九

年
に
仏
寺
へ
の
復
帰
が
許
可
さ
れ
た
。
た
だ
し
子
院
で
復
活
で
き
た
の
は
右
の
四
院
だ
け
で
あ
り
、

山
下
蔵
王
堂
が
金
峯
山
寺
、
山
上
蔵
王
堂
が
大
峯
山
寺
に
分
離
す
る
な
ど
、
現
在
に
も
多
大
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。

金
峯
山
寺
に
お
け
る
神
仏
分
離
は
、
『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
八
巻

(
)

に
詳
し
い
。
以
下

1

で
は
『
神
仏
分
離
史
料
』
と
略
称
し
、
引
用
は
同
書
の
頁
数
を
示
す
。
一
方
で
『
舟
知
家
文
書
』
に

は
、
慶
応
四
年(

明
治
元
年)

の｢

役
用
日
並｣

が
残
っ
て
い
た(

第
四
函

号
、
史
料

)

。
以
下
、
日
並
記

70

35

と
略
称
す
る
。
こ
れ
は
当
時
金
峯
山
寺
の
役
者
だ
っ
た
小
松
院
祐
恵
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
並

記
は
内
容
が
簡
略
な
う
ら
み
は
あ
る
が
、『
神
仏
分
離
史
料
』
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
明

治
維
新
の
最
初
期
に
お
け
る
金
峯
山
寺
の
対
応
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
神
仏
分
離
令
は
、
下
記
の
経
緯
・
内
容
で
発
布
さ
れ
た
。
明
治
政
府
の
発
足
後
間
も
な

い
三
月
十
三
日
に
、
神
祇
官
の
復
興
が
宣
言
さ
れ
る
。
翌
三
月
十
四
日
に
は
五
箇
条
の
御
誓
文
、
三

月
十
五
日
に
は
五
榜
の
掲
示
を
発
布
し
て
矢
継
ぎ
早
に
新
政
府
の
基
本
方
針
を
示
す
が
、
そ
の
中
で

三
月
十
七
日
に
は
神
祇
事
務
局
が
次
の
よ
う
な
達
書
を
出
し
て
い
る
。

今
般
王
政
復
古
、
旧
弊
御
一
洗
被
為
在
候
ニ
付
、
諸
国
大
小
ノ
神
社
ニ
於
テ
、
僧
形
ニ
テ
別
当

或
ハ
社
僧
抔
ト
相
唱
へ
候
輩
ハ
、
復
飾
被
仰
出
候
、(

後
略)

つ
ま
り
神
社
の
社
僧
は
認
め
な
い
の
で
復
飾(

還
俗)

せ
よ
と
い
う
。
こ
の
内
容
な
ら
ば
、
金
峯
山

寺
に
は
さ
ほ
ど
の
影
響
は
無
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
三
月
二
十
八
日
の
神
祇
事
務
局
達
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
中
古
以
来
、
某
権
現
或
ハ
牛
頭
天
王
之
類
、
其
外
佛
語
ヲ
以
神
号
ニ
相
称
候
神
社
不
少
候
、

何
レ
モ
其
神
社
之
由
緒
委
細
ニ
書
付
、
早
早
可
申
出
候
事
、(

中
略)

一
、
佛
像
ヲ
以
神
体
ト
致
候
神
社
ハ
、
以
来
相
改
可
申
候
事
、

附
、
本
地
抔
ト
唱
へ
、
佛
像
ヲ
社
前
ニ
掛
、
或
ハ
鰐
口
、
梵
鐘
、
佛
具
等
之
類
差
置
候
分
ハ
、

早
々
取
除
キ
可
申
事
、(

後
略)

こ
れ
に
よ
る
と
、
権
現
な
ど
仏
教
の
言
葉
で
神
号
と
称
し
て
い
る
神
社
は
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
仏
像
を
神
体
と
し
て
い
る
神
社
は
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
金
峯
山
寺
は
蔵
王
権
現
を
本

尊
と
し
て
お
り
、
右
の
論
理
に
よ
れ
ば
権
現
は
神
社
で
あ
り
、
権
現
を
神
体
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
な
い
、
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
社
に
あ
る
仏
像
・
仏
具
は
撤
去
せ
よ
と
あ
る
。

続
い
て
四
月
の
太
政
官
達
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

此
度
大
政
御
一
新
ニ
付
、
石
清
水
、
宇
佐
、
筥
崎
等
、
八
幡
大
菩
薩
之
称
号
被
為
止
、
八
幡
大

神
ト
奉
称
候
様
被
仰
出
候
事
、

八
幡
大
菩
薩
の
称
号
を
廃
し
て
八
幡
大
神
と
称
す
る
と
い
う
。
蔵
王
権
現
は
ま
た
、
金
剛
蔵
王
菩

薩
と
も
称
し
て
い
る
。
蔵
王
権
現
が
菩
薩
な
ら
ば
、
八
幡
神
と
同
様
と
も
み
な
し
う
る
か
も
し
れ
な

い
。そ

し
て
閏
四
月
四
日
の
太
政
官
達
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
般
諸
国
大
小
之
神
社
ニ
オ
イ
テ
神
佛
混
淆
之
儀
ハ
御
廃
止
ニ
相
成
候
ニ
付
、
別
当
社
僧
之
輩

ハ
還
俗
之
上
、
神
主
社
人
等
之
称
号
ニ
相
転
、
神
道
ヲ
以
勤
仕
可
致
候
、
若
亦
無
拠
差
支
有
之
、

且
ハ
佛
教
信
仰
ニ
テ
還
俗
之
儀
不
得
心
之
輩
ハ
、
神
勤
相
止
、
立
退
可
申
候
事
、(

後
略)
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社
僧
な
ど
は
復
飾
し
て
神
主
な
ど
と
し
て
勤
仕
す
べ
き
で
あ
る
。
復
飾
で
き
な
い
な
ら
ば
立
ち
退

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
強
い
指
令
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
達
書
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、

権
現
を
本
尊
と
す
る
金
峯
山
寺
は
、
仏
像
で
あ
る
本
尊
を
改
め
て
神
社
と
な
り
、
僧
侶
は
全
員
復
飾

し
て
神
主
な
ど
に
な
る
か
、
退
散
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
読
め
る
。

こ
の
よ
う
に
神
仏
分
離
令
は
、
明
治
政
府
が
発
足
し
て
間
も
な
い
慶
応
四
年
三
月
か
ら
四
月
に
か

け
て
、
他
の
重
要
方
針
と
同
時
期
に
発
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
金
峯
山
寺
の
対
応
は
、
五

月
十
三
日
に
口
上
書
を
提
出
し
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
六
月
十
三

日
に
明
治
政
府
よ
り
沙
汰
が
あ
り
、
蔵
王
権
現
は
神
号
に
改
め
、
僧
侶
は
復
飾
す
べ
き
こ
と
が
申
し

渡
さ
れ
た
。
現
在
の
理
解
で
は
、
こ
の
六
月
十
三
日
の
通
達
に
よ
っ
て
、
金
峯
山
寺
は
初
め
て
明
治

政
府
の
強
圧
的
な
姿
勢
を
理
解
し
た
と
い
う
考
え
が
あ
る

(
)

。
し
か
し
今
回
見
い
だ
し
た
日
記
か
ら
は
、

2

五
月
か
ら
明
治
政
府
と
金
峯
山
寺
と
で
交
渉
を
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

日
並
記
に
よ
る
と
、
四
月
に
は
金
峯
山
寺
は
旧
幕
府
時
代
の
朱
印
地
を
新
政
府
に
届
け
る
必
要
が

あ
り
、
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
四
月
二
十
一
日
に
は
、
一
山
の
神
社
で
仏
像
を
神

体
と
し
て
い
る
も
の
は
取
り
除
く
べ
き
こ
と
、
ま
た
鰐
口
・
梵
鐘
等
の
仏
器
を
取
り
除
く
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
神
仏
分
離
令
に
対
応
し
て
い
る
。
四
月
二
十
三
日
に
は
蔵
王
堂
・
子
守
勝
手
以
下

の
神
社
の
由
緒
書
・
口
上
書
を
新
政
府
に
届
け
る
準
備
を
始
め
て
い
る
。
閏
四
月
二
十
三
日
に
は
、

金
峯
山
寺
領
に
関
す
る
朱
印
状
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
て
聞
き
、
急
ぎ
準
備
し
て

閏
四
月
二
十
六
日
に
金
峯
山
寺
満
堂
衆
徒
惣
代
の
小
松
院
が
出
発
し
て
奈
良
に
向
か
っ
た
。
小
松
院

は
閏
四
月
二
十
八
日
に
奈
良
の
総
督
府
に
出
頭
し
た
が
、
そ
の
総
督
府
に
お
い
て
仰
せ
渡
さ
れ
た
内

容
を
、
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

先
〻
月
神
社
之
由
緒
書
差
出
し
置
候
所
、
今
般
直
〻
神
祇
官
江

差
上
願
立
有
之
候
様
申
被
聞
候

ニ

付
、
今
一
応
山
内
両
衆
服
職
之
之
儀
願
立
候
而
者
如
何
ニ

候
哉
、
此
侭
御
沙
汰
待
受
候
而
者

〔
復
飾
〕

御
朱
印
ハ
勿
論
衆
中
一
派
如
何
ニ

変
化
有
之
哉
も
難
斗
候
ニ

付
、
一
山
篤
と
復
俗
之
儀
示
談
仕

候
而
上
京
之
筈
ニ

候
へ
ハ
、
山
上
衆
中
も
下
山
之
上
一
決
可
致
候
、
且
又
蔵
王
権
現
之
之
号
ハ

(

衍)

已
来
相
改
と
の
御
沙
汰
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
、
改
号
ハ
勿
論
左
候
ヘ
ハ
神
社
ニ

相
成
候
哉
も
難
斗
候

事
、

小
松
院
は
五
月
二
日
に
金
峯
山
寺
に
帰
山
す
る
と
、
そ
の
夜
に
山
上
の
竹
林
院
あ
て
に
書
状
を
し

た
た
め
、
同
内
容
を
説
明
し
て
今
後
の
対
応
案
を
示
し
て
い
る
。
次
の
文
章
で
あ
る
。

御
朱
印
并
御
条
目
総
督
殿
江

持
参
仕
候
所
、
此
分
ハ
京
都
江

差
可
出
候
様
被
仰
聞
候
、
就
夫
先

〻
月
差
上
候
神
社
之
由
緒
書
神
祇
官
江

差
出
し
候
而
、
蔵
王
権
現
之
儀
別
段
願
立
周
旋
無
之
候

而
ハ
、
寺
院
一
大
事
之
事
柄
、
役
人
ゟ
被
仰
聞
候
、
左
候
へ
ハ
、
此
侭
御
沙
汰
御
相
待
申
居
候

而
ハ
、
蔵
王
権
現
号
ハ
已
来
相
改
と
の
御
沙
汰
ニ

付
、
改
号
ハ
勿
論
之
儀
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
、
是

非
と
も
神
社
ニ

相
成
候
ハ
ヽ
衆
中
一
統
如
何
変
化
も
難
斗
、
且
ハ
御
朱
印
も
是
又
難
斗
候
、
右

ニ

付
一
統
復
俗
之
儀
願
立
候
而
者
如
何
ニ

御
座
候
哉
、
但
し
ハ
、
此
ま
ゝ
矢
張
御
沙
汰
相
待
候

哉
、
右
両
様
否
哉
御
報
承
度
候
、

こ
れ
は
下
記
の
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
。
奈
良
の
総
督
府
で
役
人
が
仰
す
に
は
、
四
月
に
出
し
た
神

社
の
由
緒
書
を
京
都
の
神
祇
官
に
差
し
上
げ
る
。
つ
い
て
は
、
蔵
王
権
現
に
つ
い
て
何
も
申
し
上
げ

な
く
て
は
寺
院
の
一
大
事
だ
と
役
人
が
言
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
新
政
府
の
沙
汰
を
待
っ
て
い
れ
ば
、

蔵
王
権
現
は
改
号
し
、
神
社
に
な
り
そ
う
だ
。
そ
の
場
合
、
朱
印
地
は
も
ち
ろ
ん
、
寺
僧
集
団
も
ど

う
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
機
会
に
、
一
山
復
飾
す
る
と
申
し
上
げ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
こ
の
ま
ま
新
政
府
の
沙
汰
を
待
つ
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
け
れ
ど
も
。

つ
ま
り
奈
良
の
総
督
府
か
ら
内
々
に
、
放
っ
て
お
け
ば
神
社
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
組
織
は
滅
亡

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
こ
ち
ら
か
ら
復
飾
を
願
っ
て
政
府
に
従
う
姿
勢
を
見
せ
て
、
組
織
の

存
続
を
図
る
の
が
良
い
の
で
は
、
と
い
う
指
針
を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
新
政
権
に
対
し
て
、

朱
印
地
な
ど
の
旧
来
の
権
利
を
認
可
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
弱
い
立
場
ゆ
え
、

新
政
権
の
方
針
に
従
う
姿
勢
を
見
せ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

そ
こ
で
急
遽
五
月
四
日
に
寺
僧
が
集
会
を
開
い
て
対
応
を
協
議
し
、
復
飾
を
願
う
こ
と
に
決
め
た
。

山
上
の
竹
林
院
は
不
参
加
だ
っ
た
が
、
五
月
三
日
付
で
書
状
を
送
り
、
皆
の
「
御
心
痛
」
を
思
い
や

っ
た
上
で
、
自
分
に
も
名
案
は
な
い
の
で
、
世
の
流
れ
に
従
う
し
か
な
い
と
延
べ
て
い
る
。
そ
の
結

論
を
受
け
て
、
五
月
六
日
に
寺
僧
方
の
喜
蔵
院
と
満
堂
方
の
持
明
院
・
小
松
院
が
京
都
に
向
け
て
出
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発
し
、
日
並
記
で
は
五
月
十
一
日
に
京
都
で
神
社
の
由
緒
書
等
と
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
と

き
の
願
書
が
『
神
仏
分
離
史
料
』
三
五
八
～
三
五
九
頁
等
で
は
五
月
十
三
日
付
の
願
書
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る

(
)

。
文
書
の
差
出
は
金
峯
山
寺
惣
代
の
持
明
院
・
教
学
院
、
充
所
は
弁
事
伝
達
御
役
所
で
、

3

大
意
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

蔵
王
権
現
は
天
台
真
言
の
両
宗
が
守
護
し
て
朱
印
地
も
拝
領
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
蔵
王
権
現

が
神
号
と
な
っ
た
な
ら
ば
両
宗
は
復
飾
し
て
神
社
で
相
応
の
職
務
を
務
め
た
く
思
い
ま
す
。
南

朝
皇
居
の
旧
地
な
の
で
そ
の
関
係
の
職
務
も
務
め
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
窺
う
に
、
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
た
朱
印
地
を
引
き
つ
ぎ
新
政
権
に
組
織
を
認

め
て
も
ら
う
た
め
に
、
自
ら
の
意
に
反
す
る
が
神
社
に
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
た
の
だ

ろ
う
。

こ
の
願
書
は
『
神
仏
分
離
史
料
』
等
に
よ
れ
ば
六
月
十
三
日
に
認
可
さ
れ
て
い
る
。
日
並
記
に
よ

る
と
六
月
十
九
日
に
寺
内
で
集
会
を
開
き
、
願
書
が
聞
き
届
け
ら
れ
、
僧
侶
は
復
飾
を
仰
せ
付
け
ら

れ
た
こ
と
が
披
露
さ
れ
た
。
六
月
二
十
日
に
は
、
金
の
鳥
居
の
額
や
本
堂
の
鰐
口
な
ど
を
取
り
除
い

て
い
る
。
一
方
で
寺
内
で
は
、
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
い
五
月
二
十
日
の
時
点
で
、
王
政
御
一
新
の

時
勢
に
対
応
し
て
寺
僧
方
・
満
堂
方
が
一
つ
に
合
体
す
る
旨
を
決
議
し
て
い
る
。
長
い
歴
史
の
中
で

形
成
さ
れ
て
い
た
両
者
が
簡
単
に
合
体
し
た
点
に
、
寺
院
の
危
機
感
が
表
れ
て
い
る
。

以
上
、
組
織
存
続
の
た
め
に
新
政
権
の
方
針
に
従
う
姿
勢
を
見
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
で
、
極
め

て
慌
た
だ
し
く
、
熟
慮
す
る
余
裕
も
な
い
ま
ま
に
ま
ず
は
復
飾
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
と
し
て
は

危
機
感
は
持
ち
つ
つ
も
、
反
対
も
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
金
峯
山
寺
が
神
社
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
本
尊
で
あ
る
蔵
王
権
現
に
つ

い
て
は
、
権
現
の
呼
称
は
や
や
後
世
に
成
立
し
た
も
の
で

(
)

、
一
〇
世
紀
前
期
頃
に
成
立
し
た
当
初
の

4

呼
称
は
金
剛
蔵
王
菩
薩
で
あ
る
。
そ
の
尊
格
は
、
仏
教
の
忿
怒
像
で
あ
る
執
金
剛
神
や
金
剛
童
子
を

も
と
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る

(
)

。
寺
伝
で
も
、
末
代
相
応
の
仏
を
求
め
て
役
行
者
が
仏
道
修
行
中

5

に
祈
っ
た
結
果
に
出
現
し
た
忿
怒
像
だ
と
し
て
い
る
。
熊
野
権
現
や
八
幡
大
菩
薩
の
よ
う
に
日
本
土

着
の
神
が
権
現
・
菩
薩
と
さ
れ
た
事
例
や
、
東
照
大
権
現(

徳
川
家
康)

の
よ
う
に
日
本
人
が
神
と
さ
れ

た
権
現
な
ど
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
年
に
五
條
県
が
蔵
王
権
現
像
を
検
分
し
た
際

に
、
仏
像
で
あ
り
神
体
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る

(
)

の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え

6

に
、
神
社
に
変
更
さ
れ
て
は
金
峯
山
寺
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
こ
と
も
明
白
だ
っ
た
。

日
並
記
を
見
る
と
、
復
飾
が
認
可
さ
れ
た
直
後
か
ら
対
応
策
を
協
議
し
て
い
る
。
六
月
二
十
八
日

に
は
一
〇
院
が
集
会
を
持
ち
、
山
上
寺
と
吉
水
院
の
七
院
は
役
付
き
と
し
て
寺
院
に
す
る
よ
う
に
太

政
官
に
嘆
願
す
る
案
が
出
た
。
七
月
二
日
の
話
し
合
い
で
は
、
山
上
寺
は
役
行
者
別
当
寺
と
し
、
山

下
の
坊
舎
は
今
日
よ
り
復
飾
す
る
、
と
な
っ
た
。
七
月
七
日
に
も
、
越
後
の
見
正
院
よ
り
山
上
・
小

篠
は
こ
れ
ま
で
通
り
に
し
て
ほ
し
い
と
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
七
月
二
十
三
日
付
で
惣
代

の
持
明
院
・
教
学
院
か
ら
南
都
御
役
所
に
あ
て
て
口
上
書
を
提
出
し
、
蔵
王
権
現
を
神
号
に
改
め
て

復
飾
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
寺
を
管
轄
す
る
輪
王
寺
宮
に
お
伺
い
を
立
て
る
の
で
、
五
十
日
間
猶

予
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る

(
)

。
し
か
し
こ
の
時
期
、
輪
王
寺
宮
の
能
久
親
王
は
幕
府
方
と
し
て

7

戊
辰
戦
争
を
戦
っ
て
お
り
、
実
現
は
無
理
な
話
し
だ
っ
た
。
八
月
十
日
に
開
か
れ
た
寺
内
の
集
会
を

日
並
記
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

南
都
江

差
上
置
候
山
上
寺
院
歎
願
書
・
五
十
ヶ
日
之
猶
豫
之
願
書
等
差
戻
し
ニ

相
成
候
、
依
之

山
上
寺
院
山
上
山
下
共
復
飾
ニ

不
相
成
候
様
歎
願
可
仕
示
談
之
事
、

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
山
上
の
坊
舎
か
ら
の
嘆
願
書
も
同
時
に
出
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
も
含

め
て
受
理
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
対
応
策
と
し
て
、
山
上
に
坊
舎
を
持
つ
寺
院
は
、
山

上
山
下
と
も
に
復
飾
し
な
い
方
針
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
方
針
に
基
づ
い
た
口

上
書
が
『
神
仏
分
離
史
料
』
三
六
三
～
三
六
八
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
九
月
付
、
差
出
は

惣
代
竹
林
院
で
、
奈
良
府
御
役
所
あ
て
で
あ
る
。
内
容
は
、
坊
舎
を
廃
絶
し
て
は
参
詣
人
・
吉
野
山

町
人
百
姓
が
難
渋
す
る
等
の
事
情
を
縷
々
説
明
し
、
山
上
に
坊
舎
を
持
つ
一
一
坊
は
寺
院
と
し
、
他

は
復
飾
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
い
う
文
面
で
あ
る
。
日
並
記
に
よ
る
と
、
惣
代
の
竹
林
院
は
九
月
十

五
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
嘆
願
に
南
都
方
面
に
出
か
け
た
が
、
そ
こ
で
輪
王
寺
宮
支
配
の
寺
院

は
以
後
、
青
蓮
院
宮
・
妙
法
院
宮
・
梶
井
宮
の
支
配
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く

そ
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
、
こ
の
嘆
願
書
は
提
出
せ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
『
神
仏
分
離
史
料
』
三
六
三
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頁
に
は
、
上
京
し
て
周
旋
し
、
山
門
の
総
代
と
相
談
し
た
結
果
、
嘆
願
書
を
用
い
な
い
こ
と
に
決
め

た
、
と
あ
る
。
恐
ら
く
は
そ
れ
が
、
こ
の
九
月
付
の
嘆
願
書
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

竹
林
院
が
金
峯
山
寺
に
帰
山
し
た
の
が
九
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
翌
二
十
六
日
に
は
寺
内
で
集
会

を
開
い
て
竹
林
院
が
報
告
を
し
て
い
る
。
直
後
の
二
十
七
日
に
は
、
惣
代
竹
林
院
・
東
南
院
が
上
京

し
、
二
人
は
十
一
月
十
五
日
ま
で
の
二
ヶ
月
近
く
の
間
在
京
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
彼
ら
が
京
都
で

作
成
し
た
嘆
願
書
が
『
神
仏
分
離
史
料
』
三
六
九
～
三
七
一
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
十
月
晦
日
付
、

差
出
は
金
峯
山
寺
惣
代
竹
林
院
・
東
南
院
で
、
弁
事
御
役
所
あ
て
で
あ
る
。
内
容
は
そ
れ
ま
で
と
大

き
く
変
わ
っ
て
お
り
、
大
意
は
下
記
の
如
く
で
あ
る
。

五
月
の
際
は
突
然
の
こ
と
で
狼
狽
し
、
取
り
調
べ
な
い
ま
ま
に
願
い
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
取
り
調
べ
て
み
る
と
、
蔵
王
権
現
と
は
金
剛
蔵
明
王
大
権
示
現
の
略
語
で
、
真
言
密
教

の
言
葉
で
あ
り
仏
像
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
僧
侶
も
復
飾
せ
ず
に
僧
家
と
し
て
の
勉
学
に
励

ま
せ
て
下
さ
い
。

復
飾
を
取
り
下
げ
、
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
青
蓮
院
宮
・

妙
法
院
宮
・
梶
井
宮
の
管
轄
下
に
入
っ
た
こ
と
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
従
来
は
明
治
政
府
の
仰
せ
を

金
峯
山
寺
が
受
け
止
め
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
は
京
都
の
天
台
宗
門
跡
の
下
に
あ
る

の
で
、
京
都
で
彼
ら
と
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
自
己
主
張
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

日
並
記
に
よ
る
と
、
在
京
惣
代
の
竹
林
院
・
東
南
院
は
こ
の
嘆
願
書
等
の
下
書
き
を
京
都
か
ら
金

峯
山
寺
に
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
十
月
二
十
六
日
に
金
峯
山
寺
に
届
き
、
寺
院
で
は
当
日
に
各
院
に

回
覧
の
上
、
翌
十
月
二
十
七
日
に
小
松
院
が
在
京
の
両
惣
代
に
返
書
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
返
書
に

は｢

一
統
拝
見
満
足
仕
候｣

と
あ
り
、
京
都
で
の
御
心
労
を
気
遣
い
、
活
動
に
期
待
す
る
旨
を
記
し
て

い
る
。
こ
こ
で
金
峯
山
寺
の
一
同
が
拝
見
・
満
足
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
が
僧
侶
た
ち
の
本
音
だ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
嘆
願
書
は
京
都
で
提
出
後
、
同
文
で
奈
良
府
あ
て
の
も
の
を
両
惣
代
が
作
成
し
、
十
一
月
七

日
付
で
奈
良
府
に
提
出
し
て
い
る
。
奈
良
府
は
そ
れ
を
十
一
月
九
日
に
京
都
に
送
る
が
、
そ
れ
に
対

す
る
神
祇
官
の
回
答
が
残
っ
て
い
る

(
)

。
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

8

別
紙
金
峰
山
寺
ヨ
リ
申
出
候
蔵
王
権
現
等
之
儀
者
、
当
夏
差
出
候
書
面
並
附
紙
之
写
御
廻
し
申

入
候
、
篤
度
御
勘
考
可
給
候
、
抑
蔵
王
権
現
胡
佛
ニ
相
成
候
而
者
所
〻
ニ
同
名
之
社
も
有
之
候

事
故
、
不
都
合
ニ
可
相
成
候
間
、
佛
体
ニ
候
ハ
ヽ
取
除
、
神
社
立
置
候
様
致
し
度
候
、
尤
境
内

ニ
地
主
之
社
も
有
之
候
ヲ
以
相
考
候
得
者
、
元
来
神
地
ヘ
寺
院
造
立
致
し
候
事
者
現
前
候
也
、

十
一
月
十
二
日

神
祇
官

つ
ま
り
神
祇
官
で
は
、
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
た
後
す
ぐ
に
結
論
を
出
し
て
い
る
。
蔵
王
権
現
を
外

国
の
仏
と
し
た
場
合
は
各
地
に
同
名
の
神
社
も
あ
る
の
で
不
都
合
で
あ
る
。
だ
か
ら
取
り
除
い
て
神

社
を
建
て
た
い
。
地
主
神
社
も
あ
る
の
で
元
は
神
地
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
事

実
を
調
べ
る
以
前
に
、
政
治
的
理
由
を
優
先
し
て
神
社
に
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

日
並
記
に
よ
れ
ば
、
十
一
月
十
五
日
に
両
総
代
は
金
峯
山
寺
に
帰
山
す
る
が
、
十
一
月
二
十
日
に

奈
良
府
か
ら
吉
野
山
へ
出
頭
命
令
が
届
き
、
二
十
一
日
に
ま
た
惣
代
の
竹
林
院
・
東
南
院
を
は
じ
め

と
す
る
数
名
が
出
発
し
て
い
る
。
右
の
結
論
は
そ
の
場
で
仰
せ
渡
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
金

峯
山
寺
で
は
何
年
に
も
及
ん
で
粘
り
強
く
嘆
願
を
繰
り
返
す
が
、
結
局
は
こ
の
高
圧
的
な
明
治
政
府

の
態
度
を
崩
す
こ
と
は
で
き
ず
、
一
時
、
廃
寺
の
憂
き
目
に
遭
っ
て
し
ま
う
。

以
上
の
よ
う
な
明
治
元
年
の
経
緯
か
ら
は
、
明
治
政
府
が
発
足
直
後
に
強
硬
な
立
場
で
臨
ん
だ
た

め
に
、
立
場
の
弱
い
金
峯
山
寺
は
、
心
な
ら
ず
も
要
請
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
後
、
金
峯
山
寺
は
正
論
を
論
じ
て
反
論
す
る
が
、
明
治
政
府
の
政
治
的
都
合
に
基
づ
く
要
求
を

押
し
返
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
、
神
社
に
な
っ
て
や
っ
と
、
政
府
の
主
張
が
現
実
離
れ
し

て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
今
回
見
い
だ
し
た
日
並
記
は
、

金
峯
山
寺
を
め
ぐ
る
神
仏
分
離
の
最
初
期
の
動
向
を
、
従
来
よ
り
も
明
瞭
に
見
せ
て
く
れ
た
と
言
え

よ
う
。註

(

１)

『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
八
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
。

(

２)

首
藤
善
樹
『
金
峯
山
寺
史
』(

国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年)

二
二
六
頁
・
森
下
恵
介｢

吉
野
・
大
峯
の

神
仏
分
離｣

(

『
山
岳
信
仰
と
考
古
学
』
Ⅲ
、
山
の
考
古
学
研
究
会
編
、
同
成
社
、
二
〇
二
〇
年)

な
ど
。
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第1章4節 金峯山寺の神仏分離のはじまり

(
３)

『
金
峯
山
寺
史
料
集
成
』(

首
藤
善
樹
編
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年)

第
三
部
三
八
三
号
、
五
八
三

頁
に
も
収
録
さ
れ
る
。

(

４)
金
峯
山
出
土
藤
原
道
長
経
筒
の
寛
弘
四
年(

一
〇
〇
七)

の
銘
文
中
に｢

南
無
教
主
釈
迦
蔵
王
権
現｣

と
見

え
る
例
が
古
い(

『
金
峯
山
経
塚
遺
物
の
研
究
』(

帝
室
博
物
館
、
一
九
三
七
年)

。
し
か
し
こ
の
場
合
の

権
現
と
は
、
釈
迦
が
蔵
王
に
権
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
日
本
の
神
で
は
な
い
。

か
り

(

５)

そ
の
後
の
蔵
王
権
現
に
連
続
す
る
最
古
の
像
の
記
録
は
、
承
平
七
年(

九
三
七)

成
立
の
聖
宝
の
伝
記
で

あ
る
『
醍
醐
根
本
僧
正
略
伝
』
に
見
え
る｢

金
剛
蔵
王
菩
薩｣

の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
尊
格
の

性
格
な
ど
は
吉
川
聡｢

執
金
剛
神
か
ら
蔵
王
権
現
へ｣

(

『
東
大
寺
の
新
研
究
１
東
大
寺
の
美
術
と
考
古
』

法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年)

な
ど
参
照
。

(

６)

『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
八
巻
、
六
〇
六
頁
、
明
治
四
年
五
月
晦
日
五
條
県
伺
書
。

(

７)

『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
八
巻
、
三
六
〇
頁
・
日
並
記
七
月
二
十
六
日
条
。

(

８)
｢

吉
野
大
峰
山
之
義
ニ
付
官
省
伺
往
復
之
件

但
寺
院
人
民
願
書
共

自
明
治
三
年
至
同
八
年

社
寺

之
部

庶
務
課｣

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
、
奈
良
県
庁
文
書(

1-M
3- 1d

)

。
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